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（趣旨） 
第１条 この規程は、ひめじ住まいの耐震化促進事業の一環として作成された姫路市耐震化推進
キャラクター「ジョー★ヒメジ」（以下「キャラクター」という。）を利用する場合の取扱いに関
し、必要な事項を定めるものとする。 
（定義） 
第２条 この規程において「キャラクター」とは、別記キャラクター図に掲げるものをいう。 
（キャラクターに関する権利） 
第３条 キャラクターに関する一切の権利は、姫路市（以下「市」という。）に属する。 
（利用の申請等） 
第４条 キャラクターを利用しようとする者は、あらかじめキャラクター利用申請書（様式第１
号）に必要な書類を添付して、姫路市⻑（以下「市⻑」という。）に提出し、その許諾を受けなけ
ればならない。ただし、市の行政機関による利用及び市⻑が必要と認めるときは、この限りでな
い。 
２ 市⻑は、前項の規定による利⽤の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたも
のについて、利用の許諾（以下「利用許諾」という。）をし、キャラクター利用（変更）許諾通知
書（様式第２号）により申請者に通知する。この場合において、市⻑は、条件を付した上で許諾
することができる。 
（利用許諾の制限） 
第５条 市⻑は、前条第２項の審査により、キャラクターの利用が次の各号のいずれかに該当す
ると認めたとき、キャラクターの利用を許諾しないものとし、キャラクター利用不許諾通知書（様
式第３号）により申請者に通知する。 

⑴ 姫路市耐震化促進事業を阻害し、又は阻害するおそれがあるとき。 
⑵ 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。 
⑶ 自己の商標や意匠とするなど、キャラクターを独占的に利用し、又は利用するおそれのある

とき。 
⑷ 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。 
⑸ 特定の個人、政党又は宗教団体を市が支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与

えるおそれのあるとき。 
⑹ 利用する者（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若し

くは事務所の代表者をいう。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成
３年法律第７７号。）第２条第６号に規定する暴力団員であると認められるとき。 



⑺ その他その利⽤が著しく不適当であると市⻑が認めるとき。 
（利用料） 
第６条 キャラクターの利用料は、無料とする。 
（利用上の遵守事項） 
第７条 キャラクターを利用する者（キャラクターの利用許諾を受けた者（以下「利用許諾者」
という。）及び第４条第１項ただし書の規定により市⻑がキャラクターの利用を認めた者をいう。
第９条において同じ。）は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市⻑が
認める場合は、この限りでない。 

⑴ 別記キャラクター図の色、形等を正しく利用し、デザインの改変など応用利用はしないこと。 
⑵ 「姫路市耐震化推進キャラクター ジョー★ヒメジ」又は「JOE★HIMEJI」のロゴを付す

こと（別記「利用例１」及び「利用例２」参照）。ただし、スペース等の関係で、表記が難
しい場合は、「ⓒ 姫路市」の表記をもって代えることができる（別記「利用例３」参照）。 

⑶ 完成品を市⻑に提出すること。ただし、物の提出が困難であると認められるものについては、
説明図等をもって代えることができる。 

２ 利用許諾者は、許諾された用途のみで利用すること。 
３ 利用許諾者が営利目的で利用する場合は、四半期ごとに姫路市耐震化促進キャラクター 「ジ
ョー★ヒメジ」利用商品等販売状況報告書（様式第４号）を市⻑に提出すること。 
４ 利用許諾者は、その許諾に基づくキャラクターの利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しては
ならない。 
５ 利⽤許諾者がキャラクターを利⽤できる期間は、最⻑１年間とする。なお、１年間を超えて
利⽤しようとする場合は、再度キャラクター利⽤申請書（様式第１号）を市⻑に提出し、その許
諾を受けなければならない。 
（許諾内容の変更） 
第８条 利用許諾者が許諾された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、キャラクター利
用変更申請書（様式第５号）を市⻑に提出し、その許諾を受けなければならない。 
２ 市⻑は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査し、変更の許諾をす
るものとする。 
３ 前項の許諾は、キャラクター利用（変更）許諾通知書（様式第２号）をもって行う。 
４ 変更の申請を行った者は、変更の許諾があった後についても、前条を遵守しなければならな
い。 
（権利設定の禁止） 
第９条 キャラクターを利用する者は、商標法（昭和３４年法律第１２７号）による商標登録、
意匠法（昭和３４年法律第１２５号）による意匠登録等、キャラクターに係る著作物に関する自
己の権利を新たに設定又は登録してはならない。 



（許諾の取消し等） 
第１０条 市⻑は、利⽤許諾者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許諾を取り消し、
利⽤許諾者に対し、市⻑が必要と認める措置を講ずるよう請求することができる。 

⑴ 利用許諾者がこの規程に違反したとき。 
⑵ 第４条第１項の利用申請書の内容に虚偽があることが判明したとき。 
⑶ 利用許諾者が第４条第２項の規定による利用許諾に付した条件に違反したとき。 
⑷ 利用許諾があった後において、キャラクターの利用が第５条各号のいずれかに該当するこ

ととなったとき。 
２ 前項の規定による許諾の取消しは、キャラクター利用許諾取消通知書（様式第６号）をもっ
て行う。 
３ 市は、第１項の規定による許諾の取消しにより利用許諾者に生じた損害について、一切の責
任を負わないものとする。 
 
附則 
この規程は、令和３年１月４日より施行する。 
  



別記 
【キャラクター図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【ロゴ】 

 
 
 

 
 

画像１ 画像２ 

画像３ 画像４ 

ロゴ１ ロゴ２ 



【利用例１】          【利用例２】          【利用例３】 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
※ロゴの配置位置については問わない。 
ただし、キャラクターの付近に読めるサイズで表記すること。 
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